
政
令
第
二
百
八
十
四
号

外
国
為
替
令
及
び
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第

一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
九
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
外
国
為
替
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
」
の
下
に
「
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
。
」
を
加
え
る
。

別
表
の
五
の
項
（
三
）
中
「
セ
ラ
ミ
ッ
ク
又
は
そ
の
材
料
と
な
る
物
質
」
を
「
セ
ラ
ミ
ッ
ク
粉
末
又
は
セ
ラ
ミ
ッ
ク
」
に

改
め
、
同
項
（
六
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
六
）

削
除

（
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
」
の
下
に
「
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
。
」
を
加
え
る
。



第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
三
五
の
四
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。た

だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
並
び
に
三
五
の
四
の
項
の
中
欄
に
掲

げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定

め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者
が
同
表
の
三
六
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
並
び
に
船
舶
又
は

航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

別
表
第
一
の
四
の
項
（
五
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
五
）

推
進
薬
の
制
御
装
置
に
用
い
ら
れ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

サ
ー
ボ
弁

２

ポ
ン
プ

３

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

別
表
第
一
の
四
の
項
（
五
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



（
五
の
二
）

（
五
）
２
に
掲
げ
る
貨
物
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
軸
受

別
表
第
一
の
五
の
項
（
十
三
）
中
「
又
は
こ
れ
」
を
削
り
、
「
製
造
し
た
」
の
下
に
「
セ
ラ
ミ
ッ
ク
粉
末
又
は
」
を
加
え

る
。別

表
第
一
の
七
の
項
（
十
二
）
中
「
（
周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
二
の
項
（
一
）
中
「
、
エ
ア
ク
ッ
シ
ョ
ン
船
、
水
中
翼
船
又
は
水
線
面
積
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

造
波
抵
抗
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
に
設
計
し
た
船
舶
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
三
の
項
（
二
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
二
の
二
）

人
工
衛
星
そ
の
他
の
宇
宙
開
発
用
の
飛
し
ょ
う
体
の
制
御
又
は
そ
の
作
動
状

態
の
監
視
の
た
め
に
必
要
な
装
置
で
あ
つ
て
、
地
上
に
設
置
さ
れ
る
も
の

別
表
第
二
の
二
一
の
三
の
項
中
「
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
」
を
加

え
る
。

別
表
第
二
の
三
五
の
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
五
の

（
一
）

水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
第
三
条
１

に
規
定
す
る
水
銀

全
地
域

(a)



四

（
二
）

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十

二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
及
び
こ
れ
を
部
品
と
し
て
使

用
す
る
製
品

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
二
項
第
二

号
イ
及
び
同
項
第
四
号
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
別
表
第
二
の
三
五
の
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正

規
定
は
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



○
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
以
下
「
法
」
と
い

律
第
二
百
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
章
、
第
三
章
及
び

う
。
）
第
一
章
、
第
三
章
及
び
第
四
章
に
規
定
す
る
支
払
等
、
資
本
取
引

第
四
章
に
規
定
す
る
支
払
等
、
資
本
取
引
そ
の
他
の
取
引
又
は
行
為
に
係

そ
の
他
の
取
引
又
は
行
為
に
係
る
管
理
又
は
調
整
並
び
に
法
第
六
章
の
二

る
管
理
又
は
調
整
並
び
に
法
第
六
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
に
関
し

の
規
定
に
よ
る
報
告
等
に
関
し
必
要
な
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

必
要
な
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

別
表
（
第
十
七
条
関
係
）

別
表
（
第
十
七
条
関
係
）

技

術

外

国

技

術

外

国

一
～
四

（
略
）

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
略
）

五

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
略
）

五

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
略
）

（
三
）

セ
ラ
ミ
ッ
ク
粉
末
又
は
セ
ラ
ミ
ッ
ク

（
三
）

セ
ラ
ミ
ッ
ク
又
は
そ
の
材
料
と
な
る

の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ
つ
て

物
質
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
で
あ

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
（
一

つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（

）
及
び
一
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
及
び
一
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

（
四
）
・
（
五
）

（
略
）

（
四
）
・
（
五
）

（
略
）

（
六
）

削
除

（
六
）

芳
香
族
ポ
リ
ア
ミ
ド
繊
維
の
製
造
に

係
る
技
術
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で



定
め
る
も
の
（
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

（
七
）
・
（
八
）

（
略
）

（
七
）
・
（
八
）

（
略
）

六
～
一

（
略
）

（
略
）

六
～
一

（
略
）

（
略
）

六

六



○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
の
許
可
）

（
輸
出
の
許
可
）

第
一
条

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十

第
一
条

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十

八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
の
地
域
を
仕
向
地
と
す
る

で
定
め
る
特
定
の
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
の
輸
出
は

特
定
の
種
類
の
貨
物
の
輸
出
は
、
別
表
第
一
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表

、
別
表
第
一
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向
地

下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出
と
す
る
。

と
す
る
輸
出
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
例
）

（
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し

、
別
表
第
二
の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中

、
別
表
第
二
の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中

欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

イ

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六

イ

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六

）
並
び
に
三
五
の
四
及
び
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表

）
並
び
に
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の

の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は

項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大

、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）



四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下
欄

四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送
し
て

に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送
し
て

、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄

、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄

、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
並
び
に
三
五
の
四
の
項
の
中
欄

並
び
に
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ

三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経

る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る

済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す

。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者

る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者
が
同
表
の
三
六
の
項
の
中

が
同
表
の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

欄
並
び
に
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
並
び
に
船
舶

の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、

又
は
航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
（
経
済
産
業
大
臣

仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
及
び

船
舶
又
は
航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
並
び
に
三
五
の
三
の
項

（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）

及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と

す
る
場
合
を
除
く
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

貨
物

地
域

貨
物

地
域

一
～
三

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

の
二

の
二

四

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）



で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
五
）

推
進
薬
の
制
御
装
置
に
用
い
ら
れ
る

（
五
）

サ
ー
ボ
弁
又
は
推
進
薬
の
制
御
装
置

貨
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
ポ
ン
プ
若
し

１

サ
ー
ボ
弁

く
は
こ
れ
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
軸

２

ポ
ン
プ

受

３

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

（
五
の
二
）

（
五
）
２
に
掲
げ
る
貨
物
に
使

（
新
設
）

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
軸
受

（
六
）
～
（
二
十
六
）

（
略
）

（
六
）
～
（
二
十
六
）

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
十
二
）

（
略
）

（
一
）
～
（
十
二
）

（
略
）

（
十
三
）

チ
タ
ン
の
ほ
う
化
物
を
用
い
て
製

（
十
三
）

チ
タ
ン
の
ほ
う
化
物
又
は
こ
れ
を

造
し
た
セ
ラ
ミ
ッ
ク
粉
末
又
は
セ
ラ
ミ
ッ

用
い
て
製
造
し
た
セ
ラ
ミ
ッ
ク
の
半
製
品

ク
の
半
製
品
若
し
く
は
一
次
製
品

若
し
く
は
一
次
製
品

（
十
四
）
～
（
十
九
）

（
略
）

（
十
四
）
～
（
十
九
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
十
一
）

（
略
）

（
一
）
～
（
十
一
）

（
略
）

（
十
二
）

信
号
発
生
器

（
十
二
）

信
号
発
生
器
（
周
波
数
シ
ン
セ
サ

イ
ザ
ー
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）



（
十
三
）
～
（
二
十
二
）

（
略
）

（
十
三
）
～
（
二
十
二
）

（
略
）

八
～
一

（
略
）

（
略
）

八
～
一

（
略
）

（
略
）

一

一

一
二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

一
二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）

潜
水
艇
（
一
及
び
一
五
の
項
の
中
欄

（
一
）

潜
水
艇
、
エ
ア
ク
ッ
シ
ョ
ン
船
、
水

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

中
翼
船
又
は
水
線
面
積
を
小
さ
く
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
造
波
抵
抗
を
減
少
さ
せ
る
よ

う
に
設
計
し
た
船
舶
（
一
及
び
一
五
の
項

の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
二
）
～
（
十
）

（
略
）

（
二
）
～
（
十
）

（
略
）

一
三

次
に
掲
げ
る
貨
物
（
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

（
略
）

一
三

次
に
掲
げ
る
貨
物
（
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

（
略
）

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
二
の
二
）

人
工
衛
星
そ
の
他
の
宇
宙
開
発

（
新
設
）

用
の
飛
し
ょ
う
体
の
制
御
又
は
そ
の
作
動

状
態
の
監
視
の
た
め
に
必
要
な
装
置
で
あ

つ
て
、
地
上
に
設
置
さ
れ
る
も
の

（
三
）
～
（
五
）

（
略
）

（
三
）
～
（
五
）

（
略
）

一
四
～

（
略
）

（
略
）

一
四
～

（
略
）

（
略
）

一
六

一
六



別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

貨

物

地

域

貨

物

地

域

一
～
二

（
略
）

（
略
）

一
～
二

（
略
）

（
略
）

一
の
二

一
の
二

二
一
の

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年

（
略
）

二
一
の

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
条
第
七
号
に

（
略
）

三

法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る

三

規
定
す
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
そ
の
他
の
麻
薬

麻
薬
向
精
神
薬
原
料
そ
の
他
の
麻
薬
又
は
向
精

又
は
向
精
神
薬
の
原
材
料
と
な
る
化
学
物
質
と

神
薬
の
原
材
料
と
な
る
化
学
物
質
と
し
て
経
済

し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

二
二
～

（
略
）

（
略
）

二
二
～

（
略
）

（
略
）

三
五
の

三
五
の

三

三

三
五
の

（
一
）

水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
第
三
条
１

全
地
域

（
新
設
）

四

に
規
定
す
る
水
銀

(a)

（
二
）

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
水
銀
使
用
製
品
及
び
こ
れ
を
部
品
と
し

て
使
用
す
る
製
品



三
六
～

（
略
）

（
略
）

三
六
～

（
略
）

（
略
）

四
五

四
五


